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今
後

の
瀬

戸
内

海
の

水
環

境
の

在
り

方
の

論
点

整
理

の
概

要

水
質
管
理
を
基
本
と
し
つ
つ
、
豊
か
な
海
へ
向
け
た
物
質
循
環
、
生
態

系
管
理
へ
の
転
換
を
図
る
。

藻
場
、
干
潟
、
砂
浜
等
の
失
わ
れ
た
沿
岸
環
境
と
悪
化
し
た
底
質
環
境

を
回
復
さ
せ
る
。

白
砂
青
松
、
多
島
美
と
評
さ
れ
る
瀬
戸
内
海
の
自
然
景
観
を
保
全
す
る
。

地
域
で
培
わ
れ
て
き
た
海
と
人
と
の
関
わ
り
方
に
関
す
る
知
識
、
技
術
、

体
制
を
活
か
し
て
、
地
域
に
お
け
る
里
海
の
創
生
を
進
め
る
。

瀬
戸
内
海
の
生
態
系
構
造
に
見
合
っ
た
持
続
可
能
な
利
用
形
態
に
よ
る
、

総
合
的
な
資
源
管
理
を
進
め
る
。

地
域
の
協
議
に
よ
る

水
環
境
目
標
の
設
定

藻
場
・
干
潟
・
砂
浜
等

及
び
底
質
の
環
境
の
回
復

富
栄
養
化
対
策
か
ら
の
転
換

環
境
学
習
の
推
進

調
査
研
究
の
推
進

湾
・
灘
毎
の
状
況
に
応
じ
た
管
理

森
・
川
・
海
を
通
じ
た
健
全
な

水
・
物
質
循
環
機
能
の
回
復

水
環
境
の
目
標
や
現
状
を
表
す

適
切
な
指
標
の
検
討

総
合
的
な
資
源
管
理

気
候
変
動
へ
の
対
応

自
然
、
文
化
的
景
観
の
保
全

瀬
戸
内
海
の
環
境
保
全
の

推
進
体
制
の
充
実

情
報
提
供
、
広
報
の
充
実

地
域
の
参
加
・
協
働

地
域
再
生
と
体
制
づ
く
り

世
界
の
閉
鎖
性
海
域
と
の
連
携

海
域
の
物
質
循
環
、
生
態
系
、
海
域
利
用
を
踏
ま
え
、

利
害
関
係
者
の
協
議
に
よ
り
水
環
境
目
標
を
設
定
す
る
。

湾
・
灘
等
の
海
域
単
位
や
地
域
の
特
性
に
応
じ
て
、

水
環
境
改
善
の
取
組
や
管
理
を
進
め
る
。

水
質
環
境
基
準
を
満
た
し
た
場
合
に
は
、
負
荷
量
削
減

か
ら
平
衡
状
態
、
維
持
の
方
向
へ
切
り
替
え
を
図
る
。

水
環
境
と
漁
獲
量
の
関
係
、
外
海
の
影
響
を
踏
ま
え
た

適
切
な
目
標
設
定
、
生
態
系
の
指
標
の
検
討
を
行
う
。

国
、
地
方
自
治
体
、
埋
立
て
事
業
者
等
に
よ
る
藻
場
・

干
潟
の
整
備
や
底
質
改
善
を
進
め
る
。

森
・
川
・
海
の
つ
な
が
り
を
回
復
し
、
里
（都
市
）を
含
め

流
域
圏
一
体
で
水
・
物
質
循
環
を
円
滑
に
す
る
。

自
然
景
観
、
文
化
的
景
観
は
観
光
資
源
と
し
て
も
重
要

で
あ
り
、
景
観
、
町
並
み
の
保
全
・再
生
を
進
め
る
。

気
候
変
動
が
も
た
ら
す
生
物
多
様
性
へ
の
影
響
調
査
・

適
応
策
な
ど
、
長
期
的
な
視
点
で
検
討
を
行
う
。

関
係
者
の
参
加
・
協
働
の
も
と
、
豊
か
で
美
し
い
里
海
と

し
て
の
再
生
へ
向
け
意
識
醸
成
と
取
組
の
輪
を
広
げ
る
。

沿
岸
域
の
保
全
、
管
理
等
に
つ
い
て
、
多
様
な
主
体
と

連
携
し
た
ボ
ト
ム
ア
ッ
プ
型
の
仕
組
み
と
体
制
を
整
え
る
。

森
・
川
・
海
の
水
環
境
を
ひ
と
つ
な
が
り
と
し
て
、
多
種
多

様
な
人
と
の
連
携
の
も
と
環
境
学
習
を
推
進
す
る
。

生
態
系
の
規
模
に
応
じ
た
漁
業
を
地
域
毎
に
再
編
成
し
、

総
合
的
な
資
源
管
理
を
進
め
る
。

物
質
循
環
、
生
態
系
管
理
に
係
る
構
造
解
析
な
ど
、

調
査
研
究
を
充
実
さ
せ
、
知
見
の
蓄
積
を
図
る
。

瀬
戸
内
海
の
価
値
や
課
題
等
の
情
報
発
信
、
「
里
海
」

の
イ
メ
ー
ジ
の
明
確
化
と
広
報
を
促
進
す
る
。

瀬
戸
内
海
を
取
り
巻
く
状
況
の
変
化
を
踏
ま
え
、
瀬
戸

内
海
の
取
組
の
在
り
方
を
新
し
い
視
点
か
ら
検
証
す
る
。

日
本
の
公
害
克
服
、
環
境
保
全
の
経
験
に
基
づ
き
、

国
際
的
な
情
報
発
信
、
協
力
を
行
う
。

『わ
が
国
の
み
な
ら
ず
世
界
に
お
い
て
も
比
類
の
な
い
美
し
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を
誇
る
景
勝
地
と
し
て
、
ま
た
、

国
民
に
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て
貴
重
な
漁
業
資
源
の
宝
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と
し
て
、
そ
の
恵
沢
を
国
民
が
ひ
と
し
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享
受
し
、
後

代
の
国
民
に
継
承
す
べ
き
も
の
で
あ
る
』
（
瀬
戸
内
海
法
抜
粋
）

○
「
道
」
と
し
て
の
価
値

：
物
流
を
担
う
重
要
な
海
上
航
路

○
「
畑
」
と
し
て
の
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：
世
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面
漁
業
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産
力
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業
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産
の
場

○
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庭
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と
し
て
の
価
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：
多
島
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、
白
砂
青
松
を
代
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す
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、
観
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の
場

・
人
、
物
の
流
れ
の
変
化
に
よ
る
瀬
戸
内
海
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島
の
価
値
の
変
化

・
暮
ら
し
の
変
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に
よ
る
瀬
戸
内
海
の
自
然
環
境
と
人
の
関
わ
り
方
の
希
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化

・
沿
岸
域
の
開
発
に
伴
う
海
岸
線
形
状
の
変
化
と
親
水
性
の
低
下

・
赤
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の
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続
的
発
生
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貧
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水
塊
の
発
生

・
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化
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の
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・
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１．はじめに 
 

瀬戸内海は、温暖な気候に恵まれ、灘や瀬戸で構成される世界にも類まれな美しい自然と、豊

かな魚介類の宝庫として、また、古くより海上交通の要衝として利用されるなど、沿岸の人々の

暮らしと密接にかかわってきており、その面影を残す多くの文化財が残されている。 

しかしながら、この人とのかかわりを多く持つ「瀬戸内海の美しさ、豊かさ」は、戦後 50年の

間の経済成長とともに失われていった。かつて、海は身近な存在であり、そこで採れる魚介類は、

食卓を賑わせ、遊び場となる砂浜や干潟なども多く存在していたが、今では、その面影を残す所

は非常に尐なくなり、人々の足も遠退いてしまった。 

特に、水環境については、高度経済成長期に汚濁物質や富栄養化物質が大量に海に流れ込むよ

うになり、赤潮による漁業被害や油流出による環境汚染が発生するなど、一時は瀕死の海とさえ

言われる状態が続いていた。 

この水環境を改善するために、昭和 48（1973）年に「瀬戸内海環境保全臨時措置法」が公布さ

れ、さらに昭和 53（1978）年には、水質汚濁負荷の総量削減、埋め立ての抑制等が盛り込まれた

「瀬戸内海環境保全特別措置法」（以下「瀬戸内海法」という。）として、改正・恒久法化された。

この瀬戸内海法第３条の規定に基づき、瀬戸内海の環境保全に向けた長期にわたる基本的な計画

として「瀬戸内海環境保全基本計画」が策定されるなど、瀬戸内海法の趣旨を受けた各種取り組

みが実施され、企業や市民、各種団体の努力や活動により、水環境は大きく改善されてきた。数

次にわたる水質総量削減の結果、平成 21（2009）年度を目標年度とした第６次水質総量削減では、

大阪湾を除く瀬戸内海について、現状の水質が悪化しないよう非悪化原則による対策を講じると

いう、さらなる改善が必要とする東京湾・伊勢湾・大阪湾とは異なる方向性が示されるまでにな

った。 

瀬戸内海をとりまく状況も、瀬戸内海法制定後 30年以上が経過した現在、大きく変化してきて

いる。平成 19（2007）年４月に海洋基本法が制定され、海洋の開発及び利用と海洋環境の保全と

の調和、海洋の総合的管理などの基本理念が示された。また、平成 20（2009）年６月には生物多

様性基本法が制定され、生物の多様性の保全及び持続可能な利用に関する基本原則等が定められ

た。海洋環境の保全に関わる新たな理念や体制の整備が進められるとともに、生物多様性と生物

生産性の向上等の新たな課題への対応も必要となってきている。 

 

このような背景のもと、平成 22（2010）年３月に開催された中央環境審議会瀬戸内海部会にお

いて、今後の瀬戸内海の水環境の保全を推進するために必要な助言を得るため、懇談会を設置す

るという方向が示され、これを受け、環境省は、平成 22（2010）年９月に「今後の瀬戸内海の水

環境の在り方懇談会」を設置し、検討を進めてきた。 

懇談会では、瀬戸内海に関する様々な分野からの有識者計 15名からヒアリングを行い、その結

果を踏まえながら、今後の瀬戸内海の水環境の在り方について論点整理を行った。本書はその結

果を取りまとめたものである。 

なお、当該論点整理に当たっては、水環境の課題や今後の在り方等に関し様々な意見があり、

必ずしも考え方が一致しないものも出てきたが、瀬戸内海の広域性、多様性や有識者の専門分野

等の観点の相違などによるものであり、それぞれに貴重な意見であることから、それらを取捨選

択するのではなく、得られた意見を尊重して、瀬戸内海の水環境に関してどのような議論がされ

ているのかを整理分類するよう心がけたところである。 
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２．瀬戸内海の現状 

（１）瀬戸内海の価値 

瀬戸内海は沿岸域をはじめとした市民、漁業者、事業者により景観鑑賞、漁業、レクリエー

ション、船舶航行など、人々の生活の中で多種多様に利用されてきている。このような多面的

機能を有する瀬戸内海の価値としては、「道」・「畑」・「庭」に例えられる機能が挙げられる。 

 

「道」としては、海路としての機能である。 

近世においては塩などの産物を、産地から消費地である大阪方面へ運ぶための重要な海上航

路として利用され、また、正式な外交活動であった朝鮮通信使は、瀬戸内海を経由して江戸へ

向かっていた。現在においても、平成 19（2007）年度の瀬戸内海における入港船舶総トン数、

港湾貨物の取扱量は全国の約 42～45％を占めており、瀬戸内海は重要な海上交通ルートとして

位置付けられている。 

 

「畑」としては、漁業生産の場としての機能である。 

瀬戸内海の年間卖位面積当たりの海面漁業生産量（昭和 45～55 年代：1970～1980 年代）を

世界の代表的な閉鎖性海域と比較すると、地中海の約 25 倍となっており（図１）、世界的に見

て高い生産性を維持している海域であり、豊富な漁業資源の宝庫であるといえる。瀬戸内海の

漁業者によれば、昔の瀬戸内海は、現在の姿とは異なり、大漁貧乏という言葉が頻繁に聞かれ

る程の漁獲量があり、非常に豊かな海であった（図 2）。 

  

出典：Okaichi and Yanagi,平成９（1997）年より引用         出典：山田隆義氏（兵庫県漁業協同組合連合会 
備考）昭和 45（1970）年代と昭和 55（1980）年代の                     代表理事会長）提供 

平均年間漁獲量（約 38 万トン） 

図１ 世界の主要な閉鎖性海域の海面漁業生産量         図２  昔の瀬戸内海は（漁業） 

 

 「庭」としては、瀬戸内海の景観、観光の場としての機能である。 

 沿岸域や島しょ部は、特に海との関わりが深く、一つ一つの島に人々の暮らしがあり、その島

での暮らしを支える環境があって、総体として「多島美」を形成している。瀬戸内海の美しい自

然や、文化度の高い暮らし、また都市部にはない温かい人間関係や豊かな食文化等が残っており、

日本の原風景とも言える魅力を有している（図 3）。 
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出典：周防大島文化交流センター提供  

図３  瀬戸内海の原風景 

 

白砂青松は、そうした瀬戸内海を特徴づける文化的景観の一つと言える。また、観光資源の特

徴としては、見晴らし（島と海の景観）、海そのもの（各種レクリエーションの場）、港町（原風

景としての歴史的な街並み）、港都市（港と都市が融合している文化と風景）、歴史的文化財（世

界遺産：厳島神社・姫路城、その他の国宝、重要文化財等）、漁業とその体験、芸術（新しい、人

工的文化財）が挙げられ、自然的、文化的、複合的な観光資源が、非常に豊富である（図 4）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：フンク・カロリン氏（広島大学准教授）提供 

図４ 瀬戸内海の景観 
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（２）瀬戸内海の課題 
 

（人・暮らし・文化） 

人や物の流れが変わってきたことにより、 

瀬戸内海の島々の価値が変化してきている。 

瀬戸内海の島々においては、都市部の利便 

性を求めての人口流出（特に若年層）が続 

くことにより過疎高齢化が進んでおり、活 

気が失われる島が多く、瀬戸内海の魅力が 

失われようとしている。瀬戸内海の島から 

人が減尐し、瀬戸内海への親しみが減ると 

いう問題がある（図 5）。 

瀬戸内海沿岸の港における入港船舶 

総トン数、港湾貨物の取扱量は、昭和 

38（1963）年から昭和 48（1973）年にかけて２倍以上に急増したが、近年では横ばい傾向となっ

ている。 

かつて、海藻は、海の生き物の住処としてだけでなく、港内の荒波を防ぐ働きがあり、刈り取

った後も、畑地の重要な肥料となるとともに、耕作地の乾燥の防止、傾斜畑の修理などにも利用

された。また、家屋敷、さらには身体の清め、石風呂での民間療法などに幅広く利用されるなど、

貴重な資源として、持続的な資源管理が行われていた。この石風呂は、もう現在では１箇所にし

か残されていない。 

海岸の松は、台所の燃料や夜漁の光として活用されるなど、各部位を細かく使い分け、その部

位、使用目的により、その呼び名も分けていた。なかでもゴ（松葉）の利用については、口明け

や口止め＊という取り決めがあった。松は建築材や農具や漁具の材料となるため大切に管理され

ていた。海岸の松林は防潮や風除けに役だったほか、海岸の松は、魚を保護し魚付林と呼ばれて

いた。このように、松は大切に管理されるとともに、日本を代表する神樹でもあった。 

しかし、瀬戸内海の人々が長く生きるための資源として大切に守ってきた藻や松の利用は、戦

後の埋め立てによる場の喪失、海洋汚染・大気汚染などの被害により、そこに育った伝統的生活

文化と共に消えようとしている。（印单敏秀、「里海の生活誌-文化資源としての藻と松」、P.171、

みずのわ出版、より引用） 
 

＊「口明け」とは、山、磯等の共有地の利用の禁を解くこと。また、その日。 

「口止め」とは、山、磯等の共有地の利用を禁止すること。また、その日。 
 

（海岸線形状と親水性） 

海岸線は、生態系、物質循環、景観、人とのふれあい等において非常に重要な役目を果たして

きた。しかし、瀬戸内海では、20 世紀後半に、急速な沿岸域の開発と人口の沿岸都市への集中、

浅海部の埋め立てやコンクリート護岸の建設などにより自然海岸が減尐し、海岸線形状の人工化

にともなって沿岸域の環境劣化、生息地の破壊、市民が親しむ浜辺･干潟･磯の減尐が進行した（図

6、7）。平成８（1996）年度時点では、瀬戸内海の自然海岸線は、36.7%が残存するのみであり、

日本の海岸線の全延長に対する自然海岸線の割合の 52.6%と比較しても尐なくなっている。この

人工海岸の多くは、生物が生息しにくい直立護岸となっている。 

また、海岸線に港湾施設や工場が立地することにより、人々が海に近づきにくい構造となって

いるところも多い。バブル後の景気低迷により、開発後手付かずになり、未利用の土地が多く存

（万人） （％） 

出典：国土交通省中国地方整備局港湾空港部 港湾空港関係データ  

図５ 中国地方における離島人口と高齢化率の推移 
[平成７年(1995年)-平成 17年（2005年) ] 

 

高齢化率（中国地方離島） 

高齢化率（中国地方） 

高齢化率 
（全国） 

離島人口 

資料：総務省「国勢調査」（平成 7年、平成 12年、平成 17年） 

http://kotobank.jp/word/%E5%85%B1%E6%9C%89
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瀬戸内海への汚濁負荷量の推移
（環境省「発生負荷量管理等調査結果」を基に作成）
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◎瀬戸内海への汚濁負荷量の推移

 高度経済成長に伴い，1960年代半
ばから富栄養化に起因する問題が
発生

貧酸素水塊の形成，赤潮の頻発

 1973年に瀬戸内海環境保全臨時
措置法（後に特別措置法）が施行

化学的酸素要求量（COD）の総量
規制，窒素・リンの排出削減指導，
総量規制

◎陸域からのCOD，窒素，リン
負荷量は減少

在している。 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（水質・底質） 

瀬戸内海の水質は、昭和 40（1965）年以降、

沿岸企業等の取り組み、生活排水対策など、

これまでの水質総量削減等の取り組み（図 8）

により、高度経済成長期と比べると改善して

きているが、未だに赤潮が年間 100件程度発

生している。また、貧酸素水塊が確認されて

いる水域もある。 

一方で、最近 10年間の水質変化をみると全

窒素、また栄養塩となる溶存無機態の窒素濃

度が減尐する傾向にあり、大阪湾を除く瀬戸 

内海の広い範囲で、魚介類にとって窒素・ 

りん不足という現象が指摘されている（図 9、10）。  

瀬戸内海の形状をイメージすると薄い紙のようなものであり、水域は沿岸域からの影響に加え

て、底質からの影響も大きい。一部水域においては、底層で貧酸素状態が発生し、底泥中に還元

性物質である硫化水素が蓄積されている。 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
出典：樽谷賢治氏（瀬戸内海水産研究所室長） 提供     出典：樽谷賢治氏（瀬戸内海水産研究所室長）提供 

図９ 瀬戸内海における溶存態無機窒素濃度の推移  図１０瀬戸内海における溶存態無機りん濃度の推移 

出典：「自然環境情報図」（環境省） 

第 5回自然環境保全基礎調査：平成 8年度（1996年度） 

図６ 瀬戸内海の海岸線の状況 

注） 1.環境省調べ 
2.昭和 40～47年は 1月 1日～12月 31日、48年は 1月 1日～11月 1
日、49 年以降は前年の 11 月 2日～11 月 1 日の累計 

3.図中の昭和 46～48 年の値は、3 年間の平均の数値を示した。 

図７ 瀬戸内海における埋め立て免許面積の変化 

出典：樽谷賢治氏（瀬戸内海水産研究所室長）提供 

図８ 瀬戸内海への汚濁負荷量の推移 
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（藻場・干潟） 

藻場や干潟は、生物の生息、水質浄化、親水などの多様な機能を有する、海域の重要な構成要

素である。藻場の一つであるアマモ場については、昭和 35（1960）年度から平成２（1990）年度

までに約７割が消失している。また、干潟については昭和 24（1949）年度から平成 18（2006）年

度までに約２割が消失している。（図 11、12） 

 

 

 

 

 

 

 

 

かつては、陸域から入ってきた栄養塩は、藻場や干潟で生息する付着藻類や大型海草藻類にま

ず取り込まれ、残ったものが海域でノリや浮遊珪藻によって吸収されるという過程があったが、

沿岸が直立護岸となり藻場や干潟が消失したことで、付着藻類や大型海草藻類を経由せずに、直

接、浮遊珪藻や渦鞭毛藻に取り込まれるといったように物質循環に変化が生じ、陸域からの負荷

量削減が十分でなかった昭和 55（1980）年頃までは赤潮が急増した。しかし、現在では前述のと

おり、負荷量の削減により水質はかなり改善し、赤潮発生件数は尐なくなった。有機物の負荷は

尐なくなったものの、底質に蓄積した有機質の泥の中は還元的であり、硫酸還元により発生した

硫化水素により底層の酸素が消費されるため、貧酸素水塊はいまだに減らない状況である。 

 

（生物多様性） 

瀬戸内海全域における生物調査の長期にわた

るデータは不足しているが、長期データが残っ

ている広島県呉市周辺について見ると、海岸生

物種類数が、昭和 40（1965）年から昭和 50（1975）

年にかけて急激に減尐し、その後、次第に緩や

かな減尐となって、昭和 60（1985）年頃が最低

となっている。これは、昭和 40（1965）年から

昭和 50（1975）年にかけて、浅海動物の生息や

再生産を不可能にした悪い環境要因、例えば、

貧酸素水塊の発生、濁度の上昇、有毒化学物

質の蓄積などがあったと考えられる（図 13）

（「瀬戸内海を里海に」、P.9、瀬戸内海研究会議編

より引用）。 

 

 

地点別・総種類数の年次変化 

出典：湯浅一郎、藤岡義隆「瀬戸内海における海岸生物の長期
変遷と指標生物」、第３回海環境と生物及び沿岸環境修復
技術に関するシンポジウム発表論文集、113-118、平成 16
年（2004 年）. 

 
図１３ 広島県呉市周辺６定点における海岸生物 

種類数の経年変動 

出典：明治 31 年度、大正 14 年度、昭和 24 年度、昭和 44 年度： 
「瀬戸内海要覧」（建設省中国地方建設局） 
昭和 53 年度（第 2 回）、平成 1～2 年度（第 4 回）： 
自然環境保全基礎調査（環境庁） 
平成 18 年度：「瀬戸内海干潟実態調査報告書」 
（環境省、平成 19 年） 

 

出典：昭和 35 年度、昭和 41 年度、昭和 46 年度：水産庁 

南西海区水産研究所調査 

平成 1～2 年度「第 4 回自然環境保全基礎調査」 

（環境庁） 

 図１１ 藻場面積の推移（響灘を除く）  
 図１２ 干潟面積の推移（響灘を除く） 
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（水産業） 

漁獲量・漁業生産高は昭和 50年(1975年)～昭和 60年（1985年）頃をピークとして、その後は

減尐しており、現状はピーク時の半分以下となっている（図 14、15）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
出典：樽谷賢治氏（瀬戸内海水産研究所室長）提供        出典：樽谷賢治氏（瀬戸内海水産研究所室長）提供 

図１４ 瀬戸内海における漁業生産量（漁獲量）の推移    図１５ 瀬戸内海における養殖生産の現状 

 

瀬戸内海における栄養塩レベルでは、昭和 35（1960）年頃にまで近づいてきたが、食物連鎖網

は回復していない。日常的に海に接している漁業者から、海の環境に関して、瀬戸内海の課題と

して、下記のようなことが指摘されている。 

①栄養塩の不足：無機態窒素・りんの減尐 

②生物生息場の変化 ： 

・栄養塩減尐による基礎生産力の減退 

・餌不足による浮遊性魚、多獲性魚種の変化・減尐 

・多様性の欠如、卖一種の爆発的増殖、環境回復機能の低下 

・大型珪藻など特異的プランクトンの大発生 

・高水温による養殖カキの斃死、生育不良 

・高水温による季節感のずれ、ノリ生産期間の減尐 

・ノリ魚食被害の拡大 

・ノリ色落ち被害の早期化、広域化 

・泥場の減尐による栄養塩蓄積量の変化 

③底層の変化：富栄養化にともなって堆積した有機泥や、砂分のみ採取したことによるシルト質

とレキが残されるなどの底質変化により、底引き漁が厳しい状況にある（図 16）。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 出典：藤原建紀（京都大学教授）提供 

図１７ 沿岸域生態系の分類 

出典：砂利採取業務状況報告書集計表 
（経済産業省、国土交通省） 

図１６ 砂利・砂等の採取状況 


